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令和７年第 11 回仁木町教育委員会定例会会議録

令和７年 11 月 19 日、仁木町役場｢委員会室｣において、第 11 回仁木町教育委員会定

例会を開催。

●出 席 委 員 岩井教育長、加藤教育長職務代理者、朝山委員、

●会議に参与したもの 岩井係長

岩井教育長

全員

岩井教育長

朝山委員

岩井教育長

朝山委員

岩井教育長

朝山委員

岩井教育長

午後２時 10 分、開会を宣言。出席者は教育長及び教育委員２名であ

り、過半数に達しており、会議は成立した旨を宣する。

日程第１、会期決定を上程。会期は、本日１日限りとする旨を宣する。

日程第２、会議録承認について上程。

異議なきか問う。

なし。

日程第２、会議録承認について承認する旨を宣する。

日程第３、教育長事務報告について上程。

議案により 18 件について説明。

質疑なきか問う。

３番目の部活動の地域移行は進んでいるのでしょうか。

各町村単体では難しいので、北後志管内でできることを模索しなが

ら、野球とサッカーに関しては余市町の団体を受け皿として進めている

ところです。余市町では、学校が中心ではなく、ＮＰＯ法人よいスポに

部活動業務を移行し、今年度は余市町と国の補助金で運営しています

が、次年度以降は３か町村による負担金での運営ということで進めてお

ります。バトミントン、卓球など自校で行っている部活については、土

曜日の取扱いについて議論していますが、なかなか方策が見つからない

状況です。可能なら少年団や体育協会の加盟団体にお願いできればと考

えていますが、現実的には難しく、他町村でも最終的には学校の先生方

に報酬を支払い、兼業の方法も視野に協議をしております。

サッカーと野球は余市町に聞いていたのですが、他の部活はやはり難

しい状況でしょうか。

バドミントンについて、余市町はバトミントン協会にシフトしている

ようです。仁木町の子どもが行くことに関しては余市町として問題ない

とのことですが、銀山の子どもたちのことを考えた時に通うのが難しい

との問題もありますので、全面的にではなく、例えば土日については、

部分的に移行することも検討していく必要があると思います。

土曜日であれば銀山の子も余市に通えたりしないでしょうか。

ニキバスを使うことを考えると、余市の練習時間に合わせた運行が必

要になると思います。例えば銀山と仁木の卓球部の合同練習が可能なの

かということで来年度に向けて調べているのですが、銀山から仁木まで
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岩井教育長

朝山委員

岩井教育長

朝山委員

岩井教育長

全員

岩井教育長

全員

の路線バスがなく、ニキバスしかないので運行状況によっては、練習時

間が１時間しかとれないというケースもあり厳しい面もあるのかなと

いうところで、どういった方法がいいのかを模索中です。

他に質疑なきか問う。

なし。

日程第３、教育長事務報告について承認する旨を宣する。

日程第４、報告第１号 仁木町民センターの火災に関する件について

上程。

議案により説明。

質疑なきか問う。

行事等で町民センター備品の使用、移動等を行う際は使用前及び使用

後において教育委員会職員が確認を行うものとするとありますが、今ま

では行っていなかったのでしょうか。

ライト操作など頼まれた場合は職員が出ていますが、頼まれていない

場合には現状のまま貸している状況です。今回は町民センターの責任者

である、教育委員会の職員もその現場にいたのですが、今まで何もなか

ったからというところの甘さがあったと反省してるところです。

今後多目的文化ホールを貸す場合はチェックのため職員が入ったり

するのでしょうか。

貸し出し前後にライトが正規の位置にあることの確認や、ライト位置

の変更は不可であるという申し送りを行います。今回イベント中で、大

変ご迷惑をおかけしましたので功労者、功績者の方には翌日謝罪に伺っ

ております。参加者、列席者につきましては、総務課から文書でお詫び

状を送らせていただいております。今後こういうことがあってはならな

いので、改めて使用上の注意を確認しながら、職員にも指示は出したと

ころです。広報にきでは、町民の皆さんにお詫びをお伝えできればと思

います。黒幕は使えませんがホールの使用は翌日から再開しておりま

す。黒幕の見積りを取ったところ、片面 80 万円程度でしたが色のバラ

ンスが取れなくなるので左右ともに変えた方が良いとの話であります。

可能な限り火災保険で対応させてもらいますが、検討中です。

他に質疑なきか問う。

なし。

日程第４、報告第１号 仁木町民センターの火災に関する件について

承認する旨を宣する。

日程第５、協議案第１号 当面する教育諸問題に関する件について上

程。

本件について、秘密会として取り扱うことに異議なきか問う。

なし。
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前回の定例教育委員会で出された意見ということで、対応について、

事務局のほうから説明いたします。

別紙議案により説明。

補足ですが、前回の会議でもありましたように、好きなランドセルを

買わせたいという意見や補助を出すとしても金額や対象がどうなるの

か、就学援助との兼ね合いも見越しながらになりますので、検討できな

いという状況でありました。補助が１番楽であると考えておりますが、

果たしてそれでいいのかというところもあり、準備する時間をいただき

たいと思います。

今回このような意見が出たのは、みんながそれを使いやすくなるとい

うことが一つと、教育委員会から補助を出し、好きなランドセルを購入

するよりも町としてこういう鞄にしましょうと決めることで選択の余

地がなくもらえるとしたら、経済的負担も減るという理由からであると

思います。

渡委員からあったように各家庭で好きなランドセルを買ってあげた

いという思いもあると思いますので、アンケートを取るのはいかがでし

ょうか。もし役場から打診があったときにあなたは購入しようと思いま

すかみたいな、親の気持ちを調査したらいいと思います。

これから就学する子どもたちに向けて保育所でアンケートをお願い

するのでもいいと思います。

ランドセルは祖父母に買ってもらう認識の家庭もあると思いますが、

祖父母の負担が大変な家庭もあると思います。それが、例えば２万円程

度の物であれば、壊れた時にも新たに購入しやすくなるのではないかと

思っています。

どうしても嫌な子は好きなランドセルを購入することでも良いです

が、色は選べるので、町からランドセルの贈呈もいいかなと思いました。

毎年、建設協会で入学した子どもたちにヘルメットを寄贈してくれて

います。ランドセルだと金額が違うと思いますので、例えば助成をもら

って足りない分は補うという方法もあると思います。まずはアンケート

でどういった意見があるか把握したいと思いますが、ランドセルについ

てをピックアップしてしまうと、町で買ってくれるという認識を持つ方

もいるので、様々な項目の中に混ぜてアンケートを取るなど検討しま

す。皆さんに相談しながら進めていければ良いと思っています。

次にはたちの集いの関係を説明をするとのことでしたが、こちらのミ

スで資料がないので、次回の教育委員会で説明させてもらいたいと思い

ます。

はたちの集いはいつでしょうか。

１月 11 日です。
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（閉会 午後３時 10 分）

岩井教育長

全員

岩井教育長

全員

岩井教育長

他に質疑なきか問う。

なし。

１番 当面する教育諸問題に関する件について承認する旨を宣する。

２番 当面する行事日程について説明。

令和７年度第 12回仁木町教育委員会定例会の日程は 12月３日(水)午

前９時 30 分開催することといたします。

３番 その他について説明。

質疑なきか問う。

なし。

日程第５、協議案第１号 当面する教育諸問題に関する件について協

議を終了する旨を宣する。

他になきことを認め、令和７年第 11 回仁木町教育委員会定例会を、

閉会する旨を宣する。


